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 男女平等をうたった日本国憲法が制定されて、半世紀あまりが過ぎました。この間、女

子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の理念に基づく国のさまざまな取組を

踏まえ、高知県においても男女平等を実現するための取組を進めてきました。 

 しかし、県民意識調査の結果などから、まだまだ性別で役割を固定的にとらえる意識が

根強く、そのことによる男女間の不平等が暮らしのさまざまな場面に存在することが認め

られます。 

  高知県は、結婚した後も子育てをしながら働き続ける女性の割合が全国の中でも高いと

いう特徴がありますが、家事、子育て、家族の介護などへの男性の参加が十分でなく、女

性が負担を感じているという実態があります。農林水産業、商工業などの自営業の分野に

おいて、女性は重要な担い手となっているものの、意思決定の場に参画する機会はまだま

だ多くありません。 

 また、セクシュアル・ハラスメント、配偶者間の暴力行為などの人権侵害も問題となっ

ています。 

 これらの課題を解決し、女性と男性が互いにその人権を尊重し、共に支え合い、責任も

分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共

同参画社会を築くためには、県、市町村、事業者そして県民が力を合わせて、男女共同参

画のための取組をなお一層進めることが必要です。このことは、また少子高齢化といった

社会の変化に対応し、豊かで心の通い合う活力ある高知県を築くためにも大変重要です。 

 高知県は、自由民権運動発祥の誇りある地であり、かつ、女性の参政権を全国に先駆け

て実現した輝かしい歴史を持っています。この自由と進取の精神風土を受け継いで、男女

共同参画社会づくりを着実に一歩一歩前進させ、平和な社会の下、一人一人の人権や個性

が平等に尊重される高知県となることを目指し、この条例を制定します。 

第１章第１章第１章第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条第１条第１条第１条 この条例は、男女共同参画社会を実現するため、基本理念を定め、県、県民及び 



 

 

事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進する取組に関し必要な事項 

を定めます。 

 （定義） 

第２条第２条第２条第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よります。 

 (１) 男女共同参画社会 女性と男性が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ  

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、女性  

と男性が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か  

つ、共に責任を担う社会をいいます。 

 (２) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男  

女間の格差を改善する上で、必要な範囲内において、女性と男性のいずれか一方に対  

し、当該機会を積極的に提供することをいいます。     

 （基本理念） 

第３条第３条第３条第３条 男女共同参画社会づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければ 

なりません。 

 (１) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、性別による差別的な取扱いを受け  

ないこと、社会のあらゆる分野において個人として能力を発揮する機会が確保される  

ことその他の男女の人権が尊重されること。 

 (２) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の諸制度や慣行が、男女の社会に  

おける主体的で自由な生き方の選択を制約することのないよう配慮されること。 

 (３) 女性と男性が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思の形成及  

び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

 (４) 女性と男性が、互いに協力しあい、社会の支援の下、子育て、家族の介護その他  

の家庭生活における活動において、家族の一員としての役割を果たし、かつ、職場、  

地域その他の分野における活動を行うことができるようにすること。 

  (５) 女性と男性が、互いの性別による身体的特徴の違いについて理解を深め、妊娠又  

は出産に関して双方の意思を尊重すること等により、生涯にわたり健康な生活を営む  

ことができるようにすること。 

 (６) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係にあることを考慮   

し、国際社会との協調の下に行われること。 

 （県の責務） 

第４条第４条第４条第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」といいます。）に基づき、男 

女共同参画を推進する取組（積極的改善措置を含みます。以下同じ。）を総合的に実施  

する責務を有します。 

２ 県は、男女共同参画の推進に当たっては、県民、事業者及び市町村と連携して取り組 

みます。 



 

 

３  県は、市町村における男女共同参画の取組を支援するため、必要に応じて情報の提供、 

技術的な助言等に努めます。 

 （県民の責務） 

第５条第５条第５条第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理 

念に基づき、男女共同参画に関する理解を深め、かつ、男女共同参画の推進に努めなけ 

ればなりません。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する取組に協力するよう努めるものと 

します。 

 （事業者の責務） 

第６条第６条第６条第６条 事業者は、基本理念に基づき、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会 

及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家事、子育て、家族の介護その 

他の家庭生活における活動とを両立させることができるよう就労環境の整備に努めなけ 

ればなりません。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する取組に協力するよう努めなけれ 

ばなりません。 

    第２章第２章第２章第２章  基本的な取組 

 （男女共同参画計画） 

第７条第７条第７条第７条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第１項に規定す 

る男女共同参画社会づくりに向けた取組を総合的かつ計画的に行うための基本的な計画 

（以下「男女共同参画計画」といいます。）を定めます。 

２  知事は、男女共同参画計画を定め、又は変更するに当たっては、県民の意見を反映す 

るとともに、第22条に規定するこうち男女共同参画会議の意見を聴きます。 

 （広報活動等の充実） 

第８条第８条第８条第８条 県は、県民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるため、積極的な広報 

活動等を行うとともに、地域において男女共同参画の普及啓発その他の活動を行う人材 

を育成するものとします。 

２ 男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるよう、毎年６月を男女共同参画 

推進月間とします。 

 （教育と学習の推進） 

第９条第９条第９条第９条 県は、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野における教育及び県民の学習の場 

において、個人の尊重、男女平等及び男女相互の理解と協力についての意識をはぐくむ 

よう努めます。 

２ 県は、あらゆる分野の教育の場において、男女平等を基本とした教育が行われるよう 

努めます。 

 （農林水産業、商工業等自営業の分野における男女共同参画の推進） 

第第第第10101010条条条条 県は、農林水産業、商工業等の自営業の分野において、従事する女性と男性の労 



 

 

働が、適正に評価され、かつ、女性と男性が対等な構成員として、経営活動及び地域に 

おける活動に主体的に参画する機会が確保されるよう環境整備に努めます。 

 （附属機関等の委員の男女構成） 

第第第第11111111条条条条  県は、県の審議会その他の附属機関等の委員の男女構成については、規則で定め 

る場合を除き、均衡するよう努めるものとします。 

２ 県は、市町村における審議会その他の附属機関等においても、男女構成が均衡するよ 

う協力を求めるものとします。 

 （男性の家事、子育て等への参加促進） 

第第第第12121212条条条条 県は、女性と男性が、共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他 

の活動とが両立できるよう、男性の家事、子育て、家族の介護等への参加を促進するた 

めの啓発に努めます。 

２ 県は、事業者において、その雇用する女性と男性が家事、子育て、家族の介護等に共 

にかかわり、職業生活における活動と家庭生活における活動とが両立できる環境が整備 

されるよう支援するものとします。 

 （生涯を通じた女性の健康支援） 

第第第第13131313条条条条 県は、女性が思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期といった生涯を通じて、自 

ら健康の保持及び増進をすることができるよう環境整備に努めます。 

 （拠点施設） 

第第第第14141414条条条条  県は、こうち男女共同参画センターを男女共同参画を推進するための拠点施設と 

します。 

 （調査研究） 

第第第第15151515条条条条 県は、男女共同参画を推進するために必要な調査研究を行います。 

 （特定非営利活動法人等との連携及び協働） 

第第第第16161616条条条条 県は、男女共同参画を推進するため、特定非営利活動法人、女性団体その他の民

間の団体との連携及び協働に努めます。 

 （公表） 

第第第第17171717条条条条 知事は、毎年、県が行う男女共同参画の推進に関する事業の状況及び男女共同参 

画社会づくりの進ちょく状況を公表します。 

     第３章第３章第３章第３章 性別による人権侵害の禁止等 

 （性別による人権侵害の禁止） 

第第第第18181818条条条条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはなりません。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により相手方

の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利 

益を与えることをいいます。）を行ってはなりません。 

３ 何人も、配偶者間その他の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行 

為（以下「暴力的行為」といいます。）を行ってはなりません。 



 

 

 （配偶者等からの暴力による被害者への支援） 

第第第第19191919条条条条 県は、配偶者その他の親族又は事実上婚姻関係と同様の事情にある者（過去にお 

いてこれらの関係にあった者を含みます。次項において「配偶者等」といいます。）か 

ら、暴力的行為により被害を受け、又は受けるおそれのある者（次項において「被害者」

といいます。）に対し、必要に応じて助言、知事が指定する配偶者暴力相談支援センタ

ー及びその他別に指定する施設（次項において「センター等」といいます。）への一時

的な入所による保護その他の適切な支援を行います。 

２ センター等の長は、前項の一時的な入所による保護を行った場合において、被害者か 

らの申出に基づき、当該被害者の保護のため必要があると認めるときは、次に掲げる措 

置をとることができます。 

 (１) 被害者に対し暴力的行為を行った配偶者等又はその者から依頼を受けた者等（次  

号において「加害者等」といいます。）からの照会等に対し、当該被害者及びその同  

伴する家族の存在を秘匿すること。 

 (２) 加害者等に対し、センター等の施設内における当該被害者及びその同伴する家族  

との面会又は通信を禁止し、又は制限すること。 

 （公衆に表示する情報への配慮） 

第第第第20202020条条条条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割の固定化又は男女間の暴  

力的行為を助長する表現を用いないように配慮しなければなりません。 

    第４章第４章第４章第４章 苦情等の申出の処理 

第第第第21212121条条条条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する事業若しくは男女共同参画の 

推進に影響を及ぼすと認められる事業についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害す 

る要因によって人権が侵害された事案について、県民又は事業者からの申出を適切かつ 

迅速に処理する機関として、男女共同参画苦情調整委員（以下この条において「苦情調 

整委員」といいます。）を置きます。 

２ 県民又は事業者は、苦情調整委員に、前項に規定する苦情及び事案の申出をすること 

ができます。 

３  苦情調整委員は、前項に基づく苦情の申出を受けた場合であって、必要があると認め  

られるときは、当該事業を所管する県の機関に対し、説明等を求め、是正その他の措置 

を講ずるよう助言又は指導を行います。 

４ 苦情調整委員は、第２項に基づく事案の申出を受けた場合であって、必要があると認 

められるときは、当該事案の関係者に対し、その協力を得た上で説明等を求め、助言、 

是正の要望等を行います。 

５ 苦情調整委員は、第25条に規定する委員の互選により選ばれた者の中から、３名以内 

で知事が任命するものとします。ただし、申出の内容によっては、同条に規定する委員 

以外の者を当該苦情調整委員として２名以内で任命することができます。 

    第５章第５章第５章第５章 こうち男女共同参画会議 



 

 

 （設置） 

第第第第22222222条条条条 男女共同参画の推進に関し、知事の附属機関として、こうち男女共同参画会議 

（以下「参画会議」といいます。）を置きます。 

 （任務） 

第第第第23232323条条条条 参画会議の任務は、次のとおりとします。 

 (１) 男女共同参画計画の作成又は変更に関すること及び男女共同参画社会の実現に関  

する重要な事項を調査審議すること。 

 (２)  県が実施する男女共同参画の推進に関する取組の状況について、知事に意見を述  

べること。 

 （組織） 

第第第第24242424条条条条 参画会議は、委員15人以内で組織します。 

 （委員） 

第第第第25252525条条条条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命します。この場合において、第２  

号に掲げる者については、２名以上となるよう努めます。 

 (１) 男女共同参画に関し識見を有する者 

 (２)  公募に応じた者 

２ 委員の任期は、２年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし

ま す。 

 （会長及び副会長） 

第第第第26262626条条条条 参画会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定めます。 

２ 会長は、会務を総理し、参画会議を代表します。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務 

を代理します。 

 （部会） 

第第第第27272727条条条条 参画会議は、専門の事項を調査させるため、部会を置くことができます。 

２ 部会に部会長を置き、会長がこれを指名します。 

３  部会の委員は、会長が指名します。 

   第６章第６章第６章第６章 雑則 

第第第第28282828条条条条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が別に 

定めます。 

   附附附附    則則則則    

 （施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。ただし、第４章及び附則第３項の規定 

は、同年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に定められているこうち男女共同参画プランは、第７条の規定 



 

 

に基づき定められた男女共同参画計画とみなす。 

 （地方自治法第203条に規定する者の報酬、期末手当、費用弁償等に関する条例の一部  

改正） 

３ 地方自治法第203条に規定する者の報酬、期末手当、費用弁償等に関する条例（昭和28

年高知県条例第13号）の一部を次のように改正する。 

    別表第２中   

「 

女性相談員 

                           」 

 を 

「 

女性相談員 

男女共同参画苦情調整委員 

                」 

に改める。 


